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原動機付自転車・二輪等の場合

平成２７年度から、表２のとおり税率を変更します。

表2.　原動機付自転車・二輪等の税率変更

表1.　軽自動車(三輪・四輪)・二輪の小型自動車の税率変更

※電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車・一般乗合用バス・
　被けん引車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車は重課税率の対象外となります。
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排気量５０ｃｃ以下

排気量５０ｃｃ超
　　　　～９０ｃｃ以下

排気量９０ｃｃ超
　　　  ～１２５ｃｃ以下

ミニカー
（３輪で排気量５０ｃｃ以下）

二輪（排気量２５０ｃｃ以下）

二輪の小型自動車（排気量２５０ｃｃ超）

農耕作業用

特殊作業用

営業用

自家用

営業用

自家用

四輪
（排気量６６０ｃｃ以下）

三輪（排気量６６０ｃｃ以下）
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原動機付
自 転 車

軽自動車

車種

税額区分

小型特殊
自 動 車

変更後変更前

税　　率

現行税率

車　　　　　種

（変更なし）

平成２７年４月１日から

　今年度、車体課税を含めた自動車税関係税制の抜本的な見直しが行われ、地方税法が改正され
ました。これに伴い、平成27年度から加東市の軽自動車等の税率を改正します。
　みなさまのご理解とご協力をお願いします。

軽自動車等の税率が新しくなります軽自動車等の税率が新しくなります軽自動車等の税率が新しくなります軽自動車等の税率が新しくなります

軽自動車(三輪・四輪)

○軽自動車（三輪・四輪）の税率の変更の例○軽自動車（三輪・四輪）の税率の変更の例

運動重点項目運動重点項目

　平成２７年度から、検査証に記載されている「初
度検査年月」（新車として登録される時に、初め
て受ける検査年月）が平成２７年４月１日以降の車両
について新税率が適用されます。
　また、平成２８年度から、軽自動車（三輪・四輪）
で、初度検査年月から１３年を経過した車両につい

ては、その翌年度から重課税率が適用されます。（変
更後の税額は表１をご覧ください）
　なお、中古車を購入された場合であっても、検
査証の初度検査年月により
重課税率の適用が判定され
ますのでご注意ください。

初度検査年月が
Ｈ２７．３．３１以前

新 税 率
初度検査年月が
Ｈ２７．４．１以降  

重課税率
初度検査年月
から１３年経過

▲平成２７年度
　（課税開始）

※所有している車両が１３年を経過した
　翌年度

▲平成２６年度 ▲平成４１年度

１２，９００円／年
（重課税率）

１０，８００円／年
（新税率）

▲平成２７年度

※所有している車両が１３年を経過した
　翌年度（初度検査年月が平成２０年中
　の車両であれば、平成３４年度から重
　課税率による課税となります。）

平成２６年１２月現在、自家用乗用・
初度検査年月平成２０年１２月の軽
自動車を所有

▲平成２８年度
　（課税開始）

※所有している車両が１３年を経過した
　翌年度

初度検査年月は検査証
のこの部分をご確認く
ださい。

▲平成
　２６年度

▲平成
　２７年度

▲平成４１年度

１２，９００円／年
（重課税率）

１０，８００円／年
（新税率）

▲平成
　２６年度

▲平成
　２６年
　１２月

▲平成３４年度

１２，９００円／年
（重課税率）

７，２００円／年

①初度検査年月が
　平成27年3月31日までの車両の場合

②初度検査年月が
　平成27年4月1日の車両の場合

③初度検査年月が
　平成27年4月2日以降の車両の場合

①初度検査年月が
　平成27年3月31日までの車両の場合

②初度検査年月が
　平成27年4月1日の車両の場合

③初度検査年月が
　平成27年4月2日以降の車両の場合

①初度検査年月が
　平成27年3月31日までの車両の場合

　平成２７年度は税額を変更しません。
　ただし、初度検査年月が平成１４年１２月３１日以前
の車両の場合、平成２８年度から重課税率による課
税となります。

②初度検査年月が
　平成27年4月1日の車両の場合

　平成２７年度から新税率による課税となります。
（重課税率による課税は平成４１年度からです）

③初度検査年月が
　平成27年4月2日以降の車両の場合

年末の交通事故防止運動期間

　平成２７年度は課税されません。平成２８年度から
新税率による課税となります。

問い合わせ
　市民安全部防災課（庁舎４階）
　　４３－０４０２

問い合わせ　総務部税務課（庁舎１階）
　　　　　　　４３－０３９６

平成２７年５月に
新車を購入

平成２７年４月１日に
新車を購入

①飲酒運転の根絶 　　　②夕暮れ時の交通安全
③自転車の交通安全
④全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

 「子どもと高齢者の交通安全」を運動の基本とするほか、
次の重点項目に取り組みます。

12月1日（月）～10日（水）12月1日（月）～10日（水）12月1日（月）～10日（水）
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